
ジェニファー・ハヤトお披露目イベント企画運営等業務 

企画提案募集実施要領 

 

この要領は、「ジェニファー・ハヤトお披露目イベント企画運営等業務」を

委託するにあたり、優れた企画力や遂行力をもつ事業者の創意工夫やノウハ

ウの活用が重要であることから、企画提案を広く募集し、総合的な審査によ

り受託者を選定するために実施する公募型プロポーザル（企画提案募集）方

式の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

第１ 委託業務の概要 

 １ 業務名 

   ジェニファー・ハヤトお披露目イベント企画運営等業務 

 ２ 業務内容 

別添仕様書のとおり 

 ３ 履行期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日（議会の承認を経た場合は、令和８年７

月 31 日）まで 

 ４ 提案限度額 

   3,793,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、提案限度額を超える提案は、無効とする。 

 

第２ 参加者の資格に関する要件 

本業務の企画提案の参加者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

１ 単独で参加しようとする者 

(1) 愛媛県競争入札参加資格者登録名簿に登録済み又は企画提案書の

提出までに登録が予定されていること。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

(3) 企画提案書等の受付期間中において、愛媛県から入札参加資格停止

措置を受けていないこと。 

(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立て及び破産法に基づく破産手続き申し立てがな

されていないこと。 

(5) 宗教活動もしくは政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団も

しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

２ 共同企業体で参加しようとする者 

いずれかの構成員を代表者とすること。なお、代表者及び構成員は、他

の共同企業体に参加し、又は単独で参加することはできない。 

また、代表者及び構成員は、上記１の要件を全て満たしていること。 



 

第３ 実施スケジュール 

内 容 期 間 対応様式 提出方法 

企画提案募集開始 1 月 23 日(金)   

参加申込書の提出期限 1 月 30 日(金) 様式１、２、３ メール、郵送又は持参 

質問書の提出期限 1 月 30 日(金) 様式４ メールのみ 

企画提案書の提出期限 2 月 19 日(木) 指定様式１、２ 郵送又は持参 

プロポーザル審査会 2月24日(火) ※予定   

審査結果の通知 2月27日（金） ※予定   

 

第４ 募集手続 

プロポーザルへの参加を希望する場合は、必要書類等を上記第３の期間

までに提出すること。 

 １ 提出先 

(1) 郵送又は持参の場合 

愛媛県土木部道路都市局都市整備課 

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

持参の場合：愛媛県自治会館 5階（松山市一番町四丁目１－２） 

(2) メールの場合 

指定する件名にしたうえで、次のメールアドレスに提出すること。 

E-mail：toshiseibi@pref.ehime.lg.jp    

 ２ 参加申込書の提出 

プロポーザルへ応募する者は、次の書類を提出すること。 

メールで提出する場合の件名は、「【参加申込書】ジェニファー・ハヤ

トお披露目イベント企画運営等業務（事業者名）」とすること。 

① 参加申込書兼参加資格申告書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 委託業務共同企業体参加資格者誓約書（様式３） 

※③は、委託業務共同企業体として参加する場合に提出すること。 

ただし、協定書は契約締結時に提出して差支えない。 

３ 質問の受付及び回答 

(1) 受付方法 

質問書（様式４）をメールで提出すること。 

件名は、「【質問書】ジェニファー・ハヤトお披露目イベント企画運営

等業務（事業者名）」とすること。 

電話や来訪など口頭による質問は受け付けない。 

(2) 回答方法 

参加申込書の提出があった全ての者に電子メールで通知する。 

ただし、内容が質問者の具体の提案内容に密接に関わるものについ

ては、質問者に対してのみ回答する。 



 

 ４ 企画提案書の提出 

   仕様書及び別添「企画提案書作成要領」を熟読の上作成し、持参又は郵

送（特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。2/19(木)必着）するこ

と。 

   提出は、紙媒体で正本１部、副本５部とし、正本の表紙及び見積書には

代表者印を押印すること。 

５ 参加辞退 

   参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出

すること。 

 

第５ 委託事業者の選定及び評価方法 

１ プロポーザル審査会の実施方法等 

 県が設置する審査会の委員が審査を行う。 

原則、プレゼンテーションによる審査を実施するが、応募多数（４者以

上）の場合は、書類審査を行うことがある。この場合、書類審査を通過し

た者のみ、プレゼンテーションを実施する。 

(1) プレゼンテーションの所要時間（１提案者あたり） 

・プレゼンテーション：15 分以内 

・質疑応答     ：10 分程度 

(2) プレゼンテーションを行う際の注意事項 

ア 提出期限までに提出した「企画提案書」での説明とし、新たな資

料の提出や配布は認めない。 

イ プロジェクター及びスクリーンは県で用意する。パソコン等その

他必要な機材は提案者が用意すること。 

ウ 本業務を受注する際の担当者として従事する予定の者３名以内で

説明を行うこと。ただし、会場へは５名まで入場可能とする。 

エ 審査会は非公開とする。 

オ 発表時間やその他詳細は別途通知する。なお、各参加者のプレゼ

ンテーションの順番は、参加申込書の受付順とする。 

(3) 企画提案の評価 

ア 企画提案書、見積金額及びプレゼンテーションの内容について、

別紙「企画提案審査基準」に基づき採点し、新増沢方式により審査

順位を決定し、委託候補者を選定する。 

イ 応募者が１者のみの場合、審査の結果において審査得点が総得点

の６割以上である場合に委託候補者として選定する。６割に満たな

い場合又は応募者がいない場合には、再度公募を実施する。 

 ２ 失格要件 

次の事項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提出書類の不足、虚偽の記載があった場合。 



(2) プレゼンテーションの集合時間に集合しなかった場合。 

(3) 審査の透明性、公平性を害する行為があった場合。 

(4) その他この書面に示された条件に適合しなかった場合。 

３ その他留意事項 

(1) 提出書類等は返却しない。 

(2) 提出書類の作成、プレゼンテーションに係る一切の費用は、応募

者の負担とする。 

(3) 提出された関係書類は、選定手続きに必要な範囲において複製す

ることがある。 

(4) 提出日以降における関係書類の差し替えや再提出は認めない。 

ただし、必要に応じて県から書類の不足・不備の補完、内容不明

点の確認のほか、追加資料の提出を求める場合がある。 

 

第６ 契約の締結 

 １ 契約締結の協議 

プロポーザル審査会により選定された委託候補者と契約締結の協議を

行う。 

 ２ 協議内容 

提出された企画提案書を基に協議を行う。協議では、企画提案書の内容

の追加、変更又は削除を求めることがある。 

なお、協議が整わなかった場合、もしくは委託候補者が契約を辞退した

場合には、次点の者と協議する。 

 ３ 契約締結 

   協議が整った場合は、仕様書の内容を確定し、別途定める予定価格の範

囲内で契約を締結する。 

 ４ 契約保証金 

契約金額の 10 分の１以上の契約保証金を納付する必要がある。ただし、

愛媛県会計規則第 154 条の規定に該当する場合は免除する。 

 

第７ 問合せ先 

愛媛県土木部道路都市局都市整備課（担当:渡部・杉野） 

〒790-8570 

愛媛県松山市一番町四丁目 4 番地２ 

Tel：089-912-2745（直通） 

E-mail：toshiseibi@pref.ehime.lg.jp 


